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午前９時２６分開会 

○委員長（田中藤一郎） それでは、定刻よりか少し

早いですけれども、ただいまより人口減少対策等調

査特別委員会を開会します。 

 挨拶としまして、おはようございます。このたび

この特別委員会の委員長を拝命しました田中です。

何分初めての委員長ということでかなり緊張して

おりますけれども、皆様方よろしくお願いします。 

 人口減少等は、どの地方自治体も、もう今は大都

市の中でも、こういった人口減少については各行政、

積極的に取り組んでいる大きな課題の一つだとい

うふうに思っています。豊岡市におかれましても、

今年で４回目になります。幅広い議案でありますの

で、なかなか要点等々は絞りづらい部分はあります

けれども、ただ、先ほど言いましたように、非常に

大切な部分だというふうに私自身も認識しており

ます。今回で３回目ということで、若干そういった

思いもある委員会ですので、一つでも市にとりまし

て人口減少の回復につながる一助になればなとい

うふうに考えておりますので、１年間どうぞよろし

くお願いします。 

 それから、環境経済部、坂本部長が本日の委員会

を欠席する旨の申出があり、これを許可しておりま

すのでご了承願います。 

 それでは、次第に戻りまして、次第３、自己紹介

であります。 

 先ほどご挨拶しました田中です。１年間どうぞよ

ろしくお願いします。 

 続きまして、副委員長から順次ご紹介をお願いし

ます。 

○委員（芦田 竹彦） 副委員長の芦田竹彦でござい

ます。人口減少対策、初めての委員会でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員（井上 正治） おはようございます。人口減

少は初めてでございます。いろいろと教えてくださ

い。これから１年間よろしくお願いします。 

○委員（伊藤  仁） 伊藤仁です。よろしくお願い

します。 

○委員（西田  真） おはようございます。西田で

ございます。どうぞよろしくお願いします。 

○委員（関貫久仁郎） 関貫です。よろしくお願いし

ます。 

○委員（村岡 峰男） 村岡です。よろしくどうぞお

願いします。 

○委員長（田中藤一郎） ありがとうございます。 

 次に、政策調整部から順にお願いします。最後に、

議会事務局、お願いします。 

 それでは、はい。 

○政策調整部長（塚本 繁樹） 失礼します。政策調

整部長の塚本です。どうぞよろしくお願いします。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 政策調整課長の井上

靖彦です。よろしくお願いいたします。 

○総務部長（成田 寿道） 総務部長の成田です。ど

うぞよろしくお願いします。 

○総務部次長（上田  篤） 総務部次長兼ワークイ

ノベーション推進室長の上田でございます。どうぞ

よろしくお願いします。 

○ワークイノベーション推進室参事（岸本 京子） 

ワークイノベーション推進室参事の岸本京子です。

よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 健康福祉部長の久保

川です。よろしくお願いします。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 健康増進課長の宮本

です。よろしくお願いします。 

○政策調整部参事（正木 一郎） 政策調整部参事の

正木と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 公

共施設マネジメント推進室の土生田です。よろしく

お願いします。 

○委員長（田中藤一郎） どうぞ。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 失礼いたします。環

境経済課の午菴といいます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○事務局主幹（小林 昌弘） 事務局、小林です。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（田中藤一郎） ありがとうございました。 

 それでは、協議事項に入ります前にご連絡をさせ

ていただきます。委員会中の発言につきましては、
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必ず委員長の指名を受けてから、マイクを使用して

発言をいただきますようお願いします。 

 また、その際には、所管部署、氏名もお願いをい

たします。 

 それでは、次第に戻りまして、協議事項に入りま

す。 

 （１）委員会所管事項の事務概要について。 

 それでは、４番の、まず、委員会所管事項の事務

概要について一括して説明、質疑という形で進めた

いと思います。 

 今回は市に進捗状況の説明をお願いいたします。 

 それでは、まず、政策調整部政策調整課から順に

説明をお願いします。 

 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） ５ページをご覧くだ

さい。地方創生の推進でございます。 

 人口減少が大きな問題となっておりまして、引き

続き人口減少の緩和と質的転換による地域活力の

維持を同時に図ることを戦略的に進めていく必要

がございます。 

 基本方針のところですが、昨年度、第２期地方創

生総合戦略を策定しまして、スピード感を持って戦

略的に地方創生を展開していくこととしています。

定住する若者、とりわけ本市で女性の若者回復率が

男性に比べて低いことから、若い女性を増やすこと

と、結婚する若者を増やすことを対策の柱としてい

ます。 

 概要でございます。第２期地方創生の期間は、今

年度から２０２４年度までの５年間としておりま

す。 

 ２の戦略体系ですが、上位目的を、豊岡に暮らす

価値を認め、豊岡で暮らすことに自信と誇りを持っ

て住む人が増えている。戦略目的を、暮らすなら豊

岡と考え、定住する若者が増えているとして、第１

期から引き続いて行っております。 

 ３番目、第２期地方創生総合戦略の新たな視点と

しまして、３つ上げております。多様性を受け入れ

るまちづくり、１つには、女性に選ばれるまちづく

り、ジェンダーギャップの解消と外国人住民との共

生推進でございます。２つ目には、深さを持った演

劇のまちづくり、３つ目に、芸術文化観光専門職大

学との連携でございます。 

 進捗状況でございますが、今年度、コロナの影響

で若干遅れましたけれども、地方創生戦略会議を７

月と１０月に２回開きまして、現状の報告ですとか、

各委員から意見をいただいておるところでござい

ます。 

 ６ページでございます。国の地方創生推進交付金、

県のひょうご地域再生交付金の申請状況等を記載

しております。どちらも対象事業費の２分の１の補

助となっております。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 次に、政策調整部公共施設

マネジメント推進室、お願いします。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 資

料７ページのほうをお願いいたします。公共施設マ

ネジメントの推進でございます。 

 現況と課題のところには、これまでも申し上げて

おります４０年間で延べ床面積３４％削減したい

ということで、公共施設再編計画のほうを策定いた

しております。 

 当室は２０１９年度に事務所管として新たに新

設された組織でございます。 

 基本方針でございます。更新・長寿命化・統廃合

等を計画的に行う、そのことによって財政負担の軽

減・平準化を図りたいというものでございます。 

 概要でございます。３点掲げておりますが、主な

事業といたしましては、１番目の地域デザイン懇談

会の設置・運営、それから公共施設等総合管理計画

の改定等、今年度の事業として考えております。 

 進捗状況でございます。１番目の地域デザイン懇

談会の設置・運営でございます。こちらにつきまし

ては、４月当初から事業者発注をしたいということ

で公募の予定をしておりましたが、コロナの影響も

あり、一度中断し、４か月遅れで再公告という形を

取っております。そのため、８ページに記載してお

りますように、現在運営事業者のほうとは１１月５

日付で契約をいたしております。 
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 旧５町域では、市民参加型のワークショップ、こ

ちらを開催するため、振興局において現在市民メン

バーの選定のほうを進めていただいております。 

 それから、公共施設マネジメントを進める上にお

いては、市民の方々と行政が協働するという、その

推進体制をつくりたいということもございまして、

各地域で行うワークショップのテーブルコーディ

ネーター、小グループの司会運営をする担当でござ

いますけど、こちらのほうに１地域当たり市職員が

３名ずつ、５地域で計１５名が入るという予定をし

ております。そのため、８月下旬から１０月にかけ

て庁内公募により１５名の市職員を選定いたして

まいります。 

 また、地域デザイン懇談会を、今後職員育成等も

含めまして、２０２１年、来年の１月以降、各地域

で順次開催をしていくという方向を示しておりま

す。 

 それから、２番目の公共施設等総合管理計画の改

定でございます。こちらにつきましても、６月に受

託事業者のほうを決定をいたしております。こちら

もコロナの影響で、１か月間募集期間を延長をいた

しております。そのために６月に業者決定というこ

とになりました。 

 現在、３１４施設につきましての個別施設計画を

策定する予定としており、うち１１５施設につきま

して、市民の方々の利用が多い施設等を含めまして、

施設の劣化診断等を９月から１０月にかけて行い

ました。 

 また、（３）番に書いております公共施設等の実

施研修でございますが、１０月９日に竹野庁舎、そ

れから日高の健康福祉センター、この２か所で現地

調査、現地の実施研修を行い、２会場で施設管理に

携わっております市職員４１名の参加を見ており

ます。 

 それから、庁内横断的に議論をするということで、

マネジメント推進委員会のほうを７月に１回、それ

から今後１１月２４日に２回目を開催する予定と

いたしております。 

 以上でございます。 

○委員長（田中藤一郎） 続いて、総務部ワークイノ

ベーション推進室、お願いします。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） ９

ページをご覧いただきたいと思います。ワークイノ

ベーション推進室から３件ご説明します。 

 ジェンダーギャップ解消とワークイノベーショ

ンは私から、キャリアデザインのほうは岸本参事か

らご説明します。 

 ９ページのジェンダーギャップ解消の推進でご

ざいます。 

 現況と課題でございますが、２０１５年度国調の

データで、若者回復率が男性５２．２％に比べて女

性は２６．７と、半分という危機的な状況になって

おります。過去の推移とかを２５年、３０年前ぐら

い見ますと、女性はずっと、１９９５年が３８．７％

の回復率だったんですが、そこからずっと減少を続

けてます。男性については、１９９５年が６４．７％

だったのが、２００５年には２４．９％、そこから

ずっと右肩上がりで回復しているという、そういう

状況でございます。 

 豊岡だけじゃないんですけど、地方が男性中心の

社会であって、あと都市部などでジェンダーギャッ

プ解消の取組がどんどん進んでいるということな

どもあって、２０代の女性の豊岡に暮らす価値が相

対的に低下しているということがこの原因にある

んじゃないかというふうに仮説を立てております。 

 基本方針としましては、ジェンダーギャップ解消

に向けて職場、それと地域、家庭などまち全体を対

象とした戦略を今年度、２０２０年度中に策定いた

します。戦略策定の過程においては、ジェンダーギ

ャップ解消の意義ですとか、あとメリットなどを市

民の皆さんにきちんと説明しながら、その関心を高

めていくということも併せて行っていきます。 

 概要につきましては、上げておるんですけど、コ

ロナ禍の影響で結構変更もございますんで、進捗状

況のほうでご説明いたしたいと思います。 

 進捗状況の１です。まず、ジェンダー平等推進ア

ドバイザーを設置してます。ジェンダー主流化の専

門家の関西学院大学客員教授の大崎麻子さんに去
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年の６月からアドバイザーとしていろいろとアド

バイスいただいてます。 

 それと、戦略策定支援業務のほうは、株式会社ク

レアンに委託してます。 

 ３つ目です。ちょっとコロナ影響で延びておった

んですけど、９月の２３日に第１回戦略会議を開催

しまして、そちらでは、無意識の思い込みというか

決めつけにまずは委員の皆さん気づいていただく

という、そういうチェックシートを活用したワーク

ですとか、今年２月に開催しました高校生と２０代

のワークショップでのいろんな意見とかを共有し

ていただいたりとか、あと、ジェンダーギャップが

解消された未来を描いて、それぞれの主体ができる

ことについて意見交換を第１回の会議では行いま

した。今週、１１月１９日に第２回を、１２月の１

６日に第３回の会議を開いて戦略づくりを進めて

いきます。あと、パブコメとか等を経由して、来年

の３月下旬には戦略策定の予定をいたしておりま

す。 

 ５番に情報発信についてご紹介しておりまして、

今年の７月にヤフーニュースで豊岡市のジェンダ

ーギャップ解消の取組が２回に分けて紹介されて、

国内ランキング８位まで、３週間で１０万人の方に

見ていただいたという、そういうことがございまし

た。 

 お手元にというか、画面上には豊岡市のジェンダ

ーギャップ解消の取組の情報発信ということで、７

ページにわたって、今、全国的に豊岡のジェンダー

ギャップ解消の取組が注目されているということ

についてちょっとご紹介してる資料ございますの

で、また後ほどご覧いただければと思います。 

 続きまして、１１ページをご覧いただきたいと思

います。ワークイノベーションの推進でございます。 

 現状と課題としましては、まだまだ市内の事業所

において、就労に関する大きな課題として男女格差

という課題がございます。 

 それと、市内で働いておられる女性についても、

職場に根強く残る性別役割分担意識ですとか働き

やすさなどに関する不満を抱いて、経営者の方の一

部もその課題を認識されているという状況です。 

 また、共働き世帯が増える中で、まだまだ家庭で

は男性が仕事中心で家事・育児の負担が女性に偏っ

ているという、そういう課題がございます。 

 基本方針としましては、２０１９年１月に策定し

ました豊岡市ワークイノベーション戦略に基づい

て事業を実施していくということとしています。 

 将来像としては、ありたい姿に向かって生き生き

と働く女性が増えていると。この将来像として、働

きやすい事業所が増えているなどの４つの手段に

よって、この将来像達成に向けて取り組んでおりま

す。 

 ＫＰＩとしましては、女性従業員の３分の２以上

が働きやすくて働きがいがあると評価している事

業所を２０２１年度には５社、２０２７年度には５

０社というＫＰＩを設置しております。 

 次に１２ページをご覧いただきたいと思います。

進捗状況でございます。コロナ影響でちょっとター

ゲットを絞って、管理職と女性従業員とこの２つに

ターゲットを絞って、管理職は２回、女性従業員は

３回のワークショップ、セミナーを開催し、延べ４

１事業所、７５名の皆様にご参加いただきました。 

 それと、従業員意識調査ということで、働きやす

さと働きがいの調査なんですけど、これを市内１１

事業所、従業員数にすると６１４名の方を対象に今

実施いたしております。これ１０月から１１月にか

けてでございます。 

 ３つ目が、これは新設しますワークイノベーショ

ン表彰制度、あんしんカンパニーについて公募しま

したら、市内の１１事業所がエントリーされまして、

第一次審査、第二次審査を経て年度内に表彰予定と

いうことでございます。 

 ４つ目に、市内の事業所有志で構成される豊岡市

ワークイノベーション推進会議、２年前の１０月に

設立したんでですが、設立当時は１６事業所から、

今年１０月末現在で３８事業所まで増えておりま

して、この年度内に５０事業所で、できれば２０２

１年度には１００事業所までちょっと会員を増や

していきたいというふうに考えております。１６事
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業所から３８事業所まで現在増えております。 

 私からは以上でございます。 

○委員長（田中藤一郎） はい。 

○ワークイノベーション推進室参事（岸本 京子） 

私からは、１３ページと１４ページ続きまして、キ

ャリアデザイン推進事業について説明をさせてい

ただきます。 

 キャリアデザインアクションプランに掲げてお

りますが、目指す将来像、「すべての職員が能力を

発揮し、市民の暮らしを支えている」という状況を

達成するために、２０１９年度から取り組んでおり

ます。 

 特に基本方針の中には、大きく３つを掲げており

ますが、職員の自律的なキャリア形成支援、そして

働きやすい職場、風土の実現、そしてジェンダーギ

ャップの解消を２つ目の真ん中の柱として掲げな

がら取組を進めております。 

 概要と進捗状況を一緒に説明をさせていただき

ます。特に２０２０年度の特徴的な取組としまして

は、上司と部下の信頼関係を構築しますキャリアサ

ポートシート、キャリア面談ですけれども、その本

格的な活用に入っております。 

 ２つ目には、キャリア形成支援のための階層別研

修ということで、今年度、１４ページのほうに一覧

を掲げておりますが、研修を実施しております。あ

わせて、毎年１回実施をします職員意識調査ですけ

れども、これはＫＰＩを設定しておりますので、達

成度の確認や新たな課題に対して改善対応を図る

ためのものです。 

 進捗のほうは、各部署で職員面談を実施しており

ます。そして、年度末には目標達成や次の年の目標

などについて職員の様子を確認するとともに、上司

がヒアリングを行っております。 

 階層別の研修なんですが、新型コロナウイルス感

染症への対応のためにスケジュール変更を余儀な

くされまして、春の日程が取れませんでして夏以降

へ変更をしております。当初計画した研修を一通り

終えております。 

 １４ページに研修の一覧を掲げておりますが、延

べ３５０名余りの職員がこれらの研修を受講して

おります。現在一通り終わりましたので振り返り、

それから来年に向けての新たな課題の整理などを

行っている段階です。 

 特に管理職について今年度は多くの研修を受講

してもらっております。コーチング、面談のスキル

を上げるための研修、そして演劇ワークショップで

は、思い込みといいましょうか、偏見について気づ

くというような内容、アンコンシャス研修というこ

とで、演劇を受けて実際に自分がどんな偏見を持っ

ているのかというようなところについて研修をし

ております。 

 ３番目、その下ですけども、職員意識調査ですが、

現在ちょうど実施をしておりまして、１１月４日か

ら今月２０日まで実施をして、年内に分析を終える

予定にしております。 

 ４番目に、男性の育児休業の取得状況ですが、１

０月末時点で辞令交付者が９人、取得期間は１人当

たりですけれども、１２日から５８日となっており

ます。平均で２５．２日というような実態になって

おりますので、昨年のペースよりも速いペースで取

得の動きが出ているというような状況です。以上で

す。 

○委員長（田中藤一郎） ありがとうございました。 

 次に、健康福祉部健康増進課、お願いします。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、１５ペー

ジをお願いします。結婚支援事業の推進ということ

で、現況と課題については、結婚したいと思う人が

結婚できているということで、ハートリーフ推進室

のほうで結婚支援策を積極的に推し進めていると

しております。 

 それと、基本方針については、地方創生総合戦略

のブラッシュアップを行いつつ、具体事業を展開す

るというふうにしております。 

 概要及び進捗状況で、主なものを説明させてもら

います。まず、１の出会い機会創出事業、はーとピ

ーと呼ばれるものです。これについては、４月から

７月までは新型コロナウイルスの関係で中止をし
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ております。８月からは毎月開催ということで、今

現在３回を開催しております。参加者は６７人で、

成立カップルは１４組というふうになっておりま

す。 

 次、２番目の出会い機会創出事業（恋するお見合

い）ということです。本来６月に開催する予定であ

りましたが、コロナウイルスの関係で中止をして、

１０月に第三章ということで改めて行っておりま

す。これについて、第１回のお見合い組合せが２６

組できております。 

 次に、３番目のボランティア仲人養成事業（縁む

すびさん）ですが、ここで、すみません、数値のほ

うの訂正をお願いしたいんですが、その次の登録独

身者２４８と記載がありますが、３４８が正解です。

申し訳ございませんでした。 

 縁むすびさんは１４２人、登録者は３４８人あり

まして、１０月末現在の交際が４１組あるという状

況です。 

 一番下のほうに今年度の成婚の報告数がありま

す。合計で１１件あるという実績であります。以上

です。 

○委員長（田中藤一郎） ありがとうございました。 

 続いて、環境経済部環境経済課、お願いします。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） それでは、引き続き

１６ページをご覧ください。移住定住の推進につい

てでございます。 

 人口減少が進む中、少しでも緩和するため、仕事、

住まい、暮らしなど幅広い情報を発信し、移住先と

して豊岡の認知度の向上を促すとともに、将来のＵ

Ｉターンのために、高校生に対する取組や地域おこ

し協力隊など、多様な人材と地域の元気を高めるた

めの取組を進めております。 

 概要、進捗状況でございます。１番、移住定住の

情報発信です。市の移住ポータルサイト「飛んでる

ローカル豊岡」を通じまして、先輩移住者等、市民

ライターの方から日々の生活と豊岡の情報を発信

し、事前に情報収集というようなことに役立ててい

ただいております。 

 ２番目の移住定住の相談・支援でございます。ワ

ンストップ窓口を設けまして、それぞれ今申し上げ

ました生活、仕事や住まいや暮らしの情報を移住希

望者の方とやり取りをしながら、また、各種支援補

助を設け、移住促進に努めております。 

 移住相談件数でございますが、１０月末までで３

８３件ということで、前年同期２７６％。その下、

移住者数でございます。窓口を経由したということ

になりますけども、５２人で前年度対比１４１％と

いうことで、コロナ禍にあって増加傾向にあると。

ちょっと増加の傾向は落ち着いてきたような気も

しますけども、まだ増加にあります。 

 続きまして、移住フェアへの出展でございます。

（発言する者あり）失礼しました。再々失礼します。

移住フェアへの出展でございます。（発言する者あ

り）今年度につきましては、オンラインでそれぞれ

移住フェアのほうに、スタイルも、例年でしたらリ

アルといいますか現場に集まってというスタイル

だったんですけども、今年についてはコロナ禍でオ

ンラインでの対応をしたということで、例年より少

し参加者数等は少なかったようではありますけど

も、記載のとおりのようなものに参加をさせていた

だいております。 

 定住住宅リフォーム等支援につきましても、補助

件数、交付決定額等、今ご覧のとおりとなります。 

 移住希望者の来訪支援につきましても同じよう

に、先ほど申し上げましたような支援を継続し、ま

たは拡大をし、対応をさせていただいているところ

でございます。 

 お試し住宅の入居状況でございますが、市営住宅

の空きの部屋を、最長２年間となりますが、お試し

活用いただいております。その入居状況を記載して

おりますので、ご覧いただきたいと思います。 

 大きな３番目に、高校生の活動支援としておりま

す。ふるさとへの愛着醸成を目的としてということ

で、高校生への活動支援ですとか、またはミュージ

シャンとの関わりの中で、また音楽を通じて地域と

の関わりを高校生に深めてもらうというようなこ

とで、その活動の支援をしております。 

 ４番目のジョブサポ豊岡につきましては、無料職
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業紹介所ということで相談を受け付け、マッチング

件数６件と書いておりますが、このうち就職まで進

みつつあるのは３件ということで、なかなか最終的

な就職につきましては厳しいところもありますが、

引き続き進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 関連する就業の関係の説明会等も、今後も活用し

ていきたいというふうに思っております。 

 ５番目、地域おこし協力隊です。現在、隊員２５

人ということで、今後も受入れ団体との調整という

こともなりますけれども、随時活用できるようにし

ていきたいというふうに思っております。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 それでは、質疑に入ります。質疑はありますか。

どなたからでも結構でございます。 

○委員（村岡 峰男） いいですか。 

○委員長（田中藤一郎） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 公共施設マネジメントの関係

で、この削減目標３４％っていう目標なんですが、

アイティの４階を取得したことによって、この３

４％っていう目標との絡みですね。相対の面積が増

える中で、３４％維持するということは、これまで

想定をしてなかった施設まで削減対象になってく

るんじゃないかなっていう気がするんですが、その

辺はどのような関係があるのかっていうのが第１

点です。 

 それから、少子化対策との関連でね。ワークイノ

ベーションでキャリア教育だとか等々をすること

によって、女性の能力が発揮されるということは非

常にいいことなんですが、一方で、結婚や少子化に

拍車をかけるようなことになりはしないのかなっ

ていう心配があるんですが、そういう心配はありま

せんか。この２つ。 

○委員長（田中藤一郎） それでは、土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 議

員のご質問の件でございますけども、３４％といい

ますのは長期財政見通しによる一般財源、市が耐え

得る財源の比較においてこの数字が現在出てきて、

再編計画をつくっております。ですから、アイティ

の部分で、当然保有面積としては若干増えてまいり

ます。分母が増えてまいりますけども、他の施設に

影響を及ぼすということではなしに、再編の進め方

としては、地域にとって必要な機能が何かという議

論のほうからスタートしておりますので、施設総量

としての削減目標の３４％というのは数字として

出ておりますけども、他の施設に直接的に影響を及

ぼすということは、現在想定をいたしておりません。

以上でございます。 

○委員長（田中藤一郎） 上田室長。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） 女

性の例えばキャリア形成とかのセミナーとかも、今

年３回やりました。という中で、どんどんそういう

取組をすることによって結婚が遅れたりとか、出産

減ったりとかというご指摘なんですけど、これ、例

えば両方推し進める必要があると思います。一つは、

各職場において結婚しても働き続けれるというこ

と、それと出産をしてもまたすぐ復職をして、同じ

キャリアを目指してずっと働き続けれるという、そ

ういう職場づくりということも併せて、２つともや

ることによって、例えば結婚したらもうこの上のキ

ャリアというのは望めれへんなとかっていう女性

の心配というのを払拭するという、そういう取組を

併せて各事業所の経営者の皆さんにお願いしなが

ら進めていくという、このことをすることによって

そういう不安とかも解消していって、働き続けなが

ら結婚もして出産もするという、そういうふうなこ

とが加速すればなというふうに思ってます。 

○委員長（田中藤一郎） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 理想としては今、上田さんが

言われたその方向だと思うんです。実態として、な

かなかその辺がうまくいっとんかなと。というのは、

例えばよく言われるのは、女性のいわゆる出産とい

うことを考えると、２０代で出産をもう、３０歳で

はなくて早く出産をしないと、女性の体自身も含め

ていろいろな影響があるんじゃないかなというこ

とも言われておるんですが、キャリア育成の間に、

すぐに３０歳になっちゃうと。それから結婚して出
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産となるとね、実態としてなかなか子供も１人で終

わっちゃうと、あるいは２人も産むっていうのはな

かなか大変だということを考えると、早い２０代で

結婚、出産ということを一方では進めていく必要が

あるんじゃないかなということを最近思うんです。 

 ですから、結婚推進のこちらの関係も、３０代で

頑張るんじゃなくて、２０代で頑張るような施策を

展開してほしいなということも併せてどうかなと

いうような思いがします。 

 それから、公共施設マネジメントの関係ね。やっ

ぱり僕は影響は出てくるんじゃないかなと、３４％

っていうね。ここに書かれとるのは、延べ床面積を

３４％削減することを目標というね。だから、財政

的な面ではなくて、床面積で３４％と、こうなって

くると、アイティの４階取得っていうのは大きな全

体の分母が増えるわけでね。その中で３４％となる

と新たな影響が出てくるんじゃないかなっていう

ことを若干気にするんですが、それは取り越し苦労

ということのようですね。結構です。 

○委員長（田中藤一郎） よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） 言うだけ言っときます。 

○委員長（田中藤一郎） 上田室長。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） 今、

村岡委員のほうからご指摘いただいた分なんです

けど、女性従業員の方、市内の事業者を対象とした

セミナーの中でも、結構すごくいろんな心配をそれ

ぞれの女性、豊岡で働いている女性持っておられて、

それはそういうセミナーとかでほかの会社の女性

とかといろいろとお話しする機会っていうのをセ

ットしとったんですけど、という中で何か、そうい

う心配するのは私だけじゃないんだという、そうい

う安心。あと、ほかの事業所の女性とかと話し合う

ことによって、いろいろと何かそういう不安が解消

したりとかもありますんで、そういうことを進めな

がら、あと、庁内では健康福祉部のほうと十分連携

しながら、それは併せて進めていきたいなと思いま

す。 

○委員（村岡 峰男） よろしいです。 

○委員長（田中藤一郎） よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○委員長（田中藤一郎） そのほか。 

○委員（西田  真） よろしいか。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） 何点かちょっとお聞きします。 

 １３ページのキャリアデザインの件でね、そこで

１４ページにまたいろんな研修を受けられておら

れます、３５０人余りということで。これは非常に

いいことだと思います。それぞれ、昨日でもちょっ

と話あったんですけど、この研修を受けた後でもず

っと状況を確認したりして、それぞれのキャリアア

ップを目指すということもお聞きしております。 

 また、男性の育児休業ということで、休暇中の、

１０月末時点で９人ですか。それで、平均が２５．

２日となっとるんですけど、休暇を取られた後の、

復職されたときの職場環境ですかね、そういうのが

何も問題なしにスムーズにいけるんか。そして、休

業中の給与っちゅうのはどういう感じになっとる

んかもお聞きしたいと思いますし、復職したときの、

すんなりスムーズに戻れるんか、また、昇給とか役

職の、どういいますんかいね、そういうことに一切

影響はないんかどうか、その辺を、取られる方は非

常に不安があって取りにくい環境にあるんじゃな

いかと思うんですけどね、今までは。いや、そうじ

ゃないんですよ、こういうことで、そういうことの

ことは何もないですよというようなことがあるん

かどうかということもお聞かせいただきたいと思

います。 

 研修でそれぞれ受けられた方の、どういいますん

かいな、研修受けられた結果ですね。そして、今の

研修受けた後の仕事にどんな影響を及ぼしてるん

か、当然研修受けたらよくなるのは当たり前の話だ

と思いますんでね。そういうこともどういうふうに

考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 

 それから、１６ページの移住定住なんですけど、

移住相談件数は３８３件、そして移住者数が５２人

ということで、前年同期よりそれぞれ増えとるとい

うことはあるんですけど、実際に今まで移住定住さ

れた方、家族だったり独身だったりあるんかもしれ
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ませんけど、どういう状況にあるんか、そして移住

はしたんだけど、やっぱりこういうことが絡んだか

らまた帰ってしまわれたいうようなことがないん

か、あればそういうことをちょっと状況を説明して

いただきたいし、そういうことを踏まえてどんなこ

とを考え、いろんなことを施策はやられとるんです

けどね。帰られた方の、どんな思いがあって帰られ

たんかいうのもちょっとお聞かせいただきたいと

思います。 

 そして、１５ページの結婚支援のとこなんですけ

ど、それぞれ縁むすびや何かで頑張っておられると

思いますけど、数が、カップル、これが４１組、こ

れが非常に頑張っておられるのは間違いないんで

すけどね。この数字をどのように思われとるんかい

うのもお聞かせいただきたいと思います。いや、こ

れで十分やっとられますよとか、いや、思いよりち

ょっと少ないとか、そういうのがあればお聞かせい

ただきたいし、今後どういうふうに考えておられる

のか、その辺も含めてお尋ねしたいと思います。以

上です。 

○委員長（田中藤一郎） それでは、岸本参事、お願

いします。 

○ワークイノベーション推進室参事（岸本 京子） 

何点かご質問いただきましたので、順を追って説明

させていただきます。 

 まず、男性の育児休業に関することですけれども、

復職後の状態が、環境がどうなのかというふうなご

質問だったと思います。 

 １２日から５８日ということで職員取っており

ますが、基本的に休む前に引き継ぎ、それから急ぎ

の仕事等についてすり合わせをして打合せをして、

休業期間中にこなさないといけないことについて

は、代理で係の者、課員が対応しております。当然

日にちが区切られていないものについては復職す

る日が決まっておりますので、そういったスケジュ

ールを組み合わせながら、職場全体で運営をしてる

という状況です。 

 これまで復職者、それからその上司についてアン

ケートといいましょうか、意見を聴取しております

が、いずれも復職後にトラブルがあったり、しんど

くなったというようなことは聞いておりませんし、

職場の応援があってこそこういった育児休業を取

得できたということで、感謝の言葉ですとか、これ

から続く人にもぜひ取ってほしいというふうな意

見が、全員がそういった意見でした。ご心配のよう

な状況ではないというふうに認識をしております。 

 次に、給与というか、そういった収入に影響がな

いかというお尋ねでしたけれども、実は取得する期

間、あるいは期末勤勉手当の期間が挟まったりとい

うことで、その取得する長さとタイミングによって

やや若干収入が減ったりする場合があります。ただ、

今中心になってます２週間の取得であると、給与が

削減されるということはありませんので、代わりに

給付金が共済組合から出ますので、同じ給料月に出

るわけではないので遅れて給付されますので、そこ

の収入のタイムラグはあるんですけれども、大きな

損失というのはないというふうに思います。ただ、

やはり５８日間取ると、そこは給与等、それから期

末勤勉手当に響いてまいりますので、若干下がって

はまいりますが、大きな経済的に打撃を与えるとい

うふうなものではないというふうに思っています。 

 ですので、一人一人取る時期によっても変わって

くるということですので、人事課のほうで事前に相

談を受けまして、どういったタイミングで取ること

でそういった打撃がないかということも相談をし

つつ、必要なときに必要なタイミングで取得をして

いるというふうなことです。 

 次に、研修の結果についてですけれども、おっし

ゃられるように、実際に現場で実践ができてこそ何

ぼというものだと思っています。特に今年、具体の

研修を進めまして２年目なんですけれども、ちょっ

と高度なテクニックを、研修を導入したものですか

ら、これがまだちょっと具体的に今実践ができてい

るかというと、そういう状況ではないんですけれど

も、やはり実践に向かわせるために今後何をどのよ

うにしていくかというところが非常に大事だと思

っていますので、追加で、何でしょう、情報提供す

るなりを今後心がけてまいりたいと思いますし、今
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年度ちょっと高度だったかなという部分について

は見直しをしながら、来年に向けて課題の整理をし

てまいりたいというふうに考えています。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 移住定住者数の実態

等につきましてでございます。 

 今年度５２人についてでございますけども、家族

構成というか、単身で来られた方が２４人、それか

ら夫婦が６人で３組、例えば夫婦と子供さんが２２

人で６組ということで、全体で５２人というふうな

ことで把握をしております。 

 この中には地域おこし協力隊員の方ですとか、そ

ういったものも含んでということになります。特に

青年団の関係で、演劇の関係の方も当然いらっしゃ

るということで、一般の方も含め来ていただいてい

る形になりますので、帰られたかどうかにつきまし

ては、この５２人につきましては少なくとも今はな

いかと思っておりますが、過去にじゃあなかったか

となると、そういったことはいろんな理由にもよる

とは思いますけども、あったのかなというふうなと

ころはありますので、今回、特に地元で生活をして

いただくというふうなところの目線から見まして、

コミュニティ政策のほうで、コミュニティの中間支

援組織として「ちいきのて」というようなものも立

ち上がっておりますので、移住相談があった早期の

段階からそちらのほうとも、こういった方が相談に

来られてますよというような地域とのつなぎをし

ていただくようなことで情報共有をし、移住後の生

活を快適に送っていただけますように努めていき

たいというふうに思っております。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） ボランティア仲人の

縁むすびさんの関係です。 

 先ほどちょっと数値は紹介しなかったんですが、

お見合いの打診を３９１件していただいてます。そ

の中で、お見合いに発展したのが１４７、そこから

交際が８４組、ただ１０月末時点では交際が続いて

いるのが４１組ということで、理想を言えば全て成

功というのが理想だとは思いますが、こういったこ

とで４１組まだ現在交際っていうのがありますの

で、縁むすびさんは頑張っていただいているんでは

ないかなと考えております。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） ちょっと再度またお尋ねする

んですけど、キャリアデザインのとこなんですけど、

共済組合から給付ということがあるということで

は、やっぱり休暇取りやすいかなということを思い

ます。やはり休暇取られる環境をその担当課、ある

いは担当全体で賄うような感じにせんと取りにく

いかなと思ったりもしてますし、当然休まれたらそ

の後の方に負担がかかるのは当然のことでありま

すので、その辺のフォロー体制もしっかりやってい

ただいて、同じ課で何人も一遍にということも難し

いかなと思いますけど、そういう状況下だったら育

休の場合は同じ課でも何人も申請される方もあろ

うかと思いますんで、その辺のことをどういうふう

に考えておられるのかなと思いますし、研修もちょ

っと今年度は高度だったということも今お聞かせ

いただきましたけど、やはり研修っちゅうのは段階

を踏んで研修していかんと、言われたようにいきな

り高度な研修受けたって多分頭に入らないと思い

ますし、受けたからといって実践にも何にも報われ

ないと思いますんで、やっぱり段階を踏んでいろん

な研修をしていただきたいと思いますし、いろんな

方が研修を受けられるように、受けたい人だけが受

けるんじゃなしに、満遍なくといいますか、そうい

う格好で全ての方が研修を受けて、それぞれがスキ

ルアップをしていただいて、市全体が職員の方がよ

くなるようにやっていただきたいというふうな思

いではあります。 

 そして、お見合いのほうなんですけど、４１組、

まあまあ、こんなんでええんじゃないかいうような

感想をお持ちでしたけど、やはり、そりゃ多いのは

誰も多いにこしたことはないんですけど、お見合い

の縁むすびさんも頑張っておられるし、そういう格

好で、カップルができるような感じで増えるような

いろんな支援とか、そういうことも含めてまた考え

ていただければと思っております。 



 11

 そして、移住定住のほうなんですけど、単身が２

４人、夫婦とかそういうなんが６組で計５２人とい

うような報告を受けましたけど、帰られた方の情報

っちゅうのは、ちょっとその辺というのは、今の段

階では分からないんですかね。やっぱり帰られた方

の理由を聞いて、それに対して移住定住が、その辺

の改善で非常によくなるんかなと思ったりもして

おりますんで、その辺の状況把握、そしてその後の

改善に結びつけていただきたいと思いますけど、そ

の辺を再度お願いしたいと思います。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） お帰りになられた理

由ということで、それの把握に努めろということで

ございますので、全てができるかどうか分かりませ

んし、個人的な本当の理由でお帰りになる場合もあ

るかと思いますので、情報収集に努めて、それらが

長くいていただけるような施策につなげることが

できますように、また努めていきたいというふうに

思っております。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員、よろしいですか。 

○委員（西田  真） いえいえ、ちょっと研修のほ

うを再度。 

○委員長（田中藤一郎） 岸本参事。 

○ワークイノベーション推進室参事（岸本 京子） 

研修のほうのことだけでよろしいでしょうか。 

○委員（西田  真） いや、今言ったことです。 

○ワークイノベーション推進室参事（岸本 京子） 

育児休業の取得のタイミングのことのお尋ねだっ

たと思います。 

 近年、職員数の採用も多くて、育休対象になって

くる職員がさらに今後も増えてくるかなと思いま

すが、一つの職場の中で確かに複数名取られると現

場は大変だというふうに思います。そこは取得者と、

それから関係の上司とともに、どのタイミングで、

自分の持分の仕事もございますので、その状況を見

ながら、調整をしながら今休んでるという状況だと

思いますので、女性の産・育休のように出産８週間

前からっていうふうなことではないということで、

そこはちょっと調整が男性の場合はしていただき

やすいというふうに考えています。 

 それから、研修のほうなんですけれども、必要な

スキルだということで、職員のほうにもぜひ身につ

けてほしいというこちらも願いがございますので、

そういった願いを込めて研修のほうにも参加をし

てもらったんですけれども、ちょっとその手前でも

う一つ段階のスキルがまだ身についていなかった

ということが、この研修を通じて確認できたという

点では、そこは一つこちらも成果があったなという

ふうに思いますので、含めて十分注意をして研修を

プログラムしていきたいというふうに思っていま

すし、今回は部長推薦ということで、各研修におい

て部長がこの職員にこういった能力を身につけて

ほしいということをお願いして、推薦をして来ても

らっていますので、多くの職員が今回は受講しても

らってるというふうに思いますし、部長推薦で頑張

らないといけないというふうな意識も職員の中に

は芽生えていたと思いますので、そこは一定の効果

があったかなというふうに考えています。十分注意

してまいりたいと思います。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） 研修も今言われたようなこと

でよろしいかと思いますけど、やっぱりいろんな研

修を職員の方に、こんな研修がありますよというこ

とで広く周知していただいて、職員の方が、いや、

私はこの研修を受けたいというような格好になる

のが一番理想かなと思いますんで、自分の職域の研

修は当然ですけど、それ以外の研修でも本人のスキ

ルアップになりますし、市全体としてはそれにこし

たことはないので、ぜひ研修のほうはどんどん進め

ていっていただきたいと思います。 

○委員長（田中藤一郎） よろしいですか。 

○委員（西田  真） 以上でよろしい。 

○委員長（田中藤一郎） そのほか。 

 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） ちょっとたくさん教えてやっ

てください。 

 地方創生の人口減少対策ということで、総合戦略

の新たな視点ということで項目が上がっておりま
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す。（１）については理解できるところがあるんで

すけれども、（２）、（３）、深さを持った演劇の

まちづくり、芸術文化観光専門職大学との連携とい

うことで、これがどう人口減少につながるのかとい

うことを教えてください。 

 次に、ジェンダーギャップの解消ということで、

若者回復率が出てるんですけれども、もうこの数字

が長いこと使われておりますけれども、新たな数値

の確認といいましょうか、新たな最新の数値を把握

する気はないのかということを教えてください。 

 続きまして、ヤフーニュースにも取り上げられて

ジェンダーギャップの取組が評価されているんだ

と言われるんですけど、私らそういうふうにあまり

伝わってこないんですけれども、市長もジェンダー

ギャップで講演に回られて、何か高い評価を受けて

いて、この間の土曜日も宮崎だか大分だかに講演に

行かれておりますよね、ジェンダーギャップで。何

がそんなに評価されているのか、ただ、取組が評価

されているのか、実績が評価されているのか、その

辺りも、何が評価されてるのかということを教えて

ください。 

 それと、続きまして、結婚支援の推進なんですけ

れども、やはりこれはターゲットは子供が産める、

そして育てれる年代だけをされてるのか。そして、

結構ひとり親世帯が市内には７００世帯あるとい

うような、昨日、文教のほうでも話があったんです。

こういったバツ一なのか、バツ何ぼか知りませんけ

れども、そういった方々を組み合わせた、何ていい

ます、そういう出会いの場を持つ計画は今やられて

るのかやってないのかということも聞きたいです

し、今後の考え方も聞きたいです。 

 それで、私の周りにまだ５０代でも独身がようけ

おるんですよね、１回も結婚してない。そういった

方々が参加できるような出会いの場はつくれない

ものかね。そりゃ５０代から子供を育てるいうあれ

じゃないですけれども、そういった出会いの場も考

えれないのかということをお聞きしたいです。取り

あえず以上。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 地方創生の新たな視

点の深さを持った演劇のまちづくりと芸術文化観

光専門職大学との連携の件でございますが、深さを

持った演劇のまちづくりにつきましては、豊岡に暮

らす突き抜けた価値をつくり上げるという点で非

常に寄与するだろうということで上げております。

特に演劇祭が今年第１回ということでスタートし

ましたけれども、演劇を見に来られる方だけでなく、

やはりいろんな企業さんも、これの支援というか、

新たなまちづくりの可能性を求めて、興味も持って

おられるというところで、非常に豊岡の発進力が高

まっているんだろうなというふうに思っておりま

すので、そういった意味で地方創生に寄与するもの

と思っております。 

 ２つ目の芸術文化観光専門職大学との連携でご

ざいますが、これは１年間で８０人若い学生が入っ

てくるというところで、実数的にも４年間で３２０

人入ってきます。この学生たちが実際に卒業すると

きに、どのように地域に残ってもらえるか、あるい

はどのようなまちづくりに、在学中も含めて影響を

与えるかというようなところで、ここも豊岡の価値

を高めていくものだというふうに、特に豊岡出身の、

豊岡で生まれ育った人にもそういう認識が出てく

るのではないかというふうに思っております。以上

です。 

○委員長（田中藤一郎） 上田室長。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） 伊

藤委員のほうから２点ご質問いただきました。 

 まず、若者回復率の次回なんですけど、前回は５

年前の２０１５年の国調のデータで算出しており

ます。ですから、次回というのは、今年実施してま

す２０２０年の国調の結果に基づいて若者回復率

が算出できる。前回の例でいきますと、２０１５年

の国調データで若者回復数のほうが明らかになっ

たのが２年後です。２０１７年の秋ぐらいです。そ

れからいくと、今回の２０２０年国調のデータのほ

うが、その後の回復率が明らかになるのが２０２２

年の夏ぐらい。でも、今回の場合、コロナの影響と

かもございますので、それがちょっとどうなるか分
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からないということでございます。我々としても早

くこのデータ欲しいなというふうに思っておりま

す。 

 次のジェンダーギャップ解消の取組で、結構全国

から脚光を浴びてるということなんですけど、まだ

まだ取組とか実績というのは全然まだあまりなく

て、これからで、じゃ何で注目されてるかっていう

と、普通男女共同参画とか女性活躍っていう、そう

いう表現で取り組んでおられる自治体多いんです

けど、ジェンダーギャップの解消というテーマで取

り組んでる自治体というのがなくて、例えば地方創

生交付金を頂くために地域再生計画というのを全

国の自治体でつくってるんですけど、全体では複数

つくってます、５，０００ぐらいですか。地域再生

計画があって、その中でジェンダーギャップ解消と

いうタイトルで計画を上げてるのは豊岡市のみと

いう、５，０００件の計画の中で１本だけしかない

ということで、結構そういうこと、民間企業もそう

いう取組をしている自治体を応援したいというこ

とで、ある企業のほうからも、企業版のふるさと納

税で、例えば豊岡市の取組を応援しようかみたいな、

結果的にどうなるか分からないんですけど、そうい

う打診があって、今、その企業さんとちょっとやり

取りしていたりとかいうこともございます。 

 だから、ジェンダーギャップの解消の取組を進め

ますと宣言というか発信してる自治体というのは

もうほとんどないということで、注目されておりま

す。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） まず、ターゲットと

いうか、年代はということです。今年度、まだ８月

からしかやってないんですけど、一応狙いとしては、

はーとピーは大体２０代、３０代です。ただ、委員

おっしゃるような意見もありましたので、２０１９

年度については、離婚、それから離婚歴に理解のあ

る方を対象にしたはーとピーも行っております。そ

れから、対象年齢を書かずにアラフォーという形で

募集してやってることもあります。 

 あと、５０代とかという話があります。そこは縁

むすびさんの事業でありましたら特に年齢制限は

設けておりませんので、例えば縁むすびさん、５０

代の方を何とか紹介したいということであれば、そ

ちらのほうの事業でも対象になりますし、あと社協

さんがやっておられるような結婚相談所のほうで

も特に年齢制限はありませんので、そちらのほうで

も対象になるのかなと思っております。 

 それと、あと、今年度の恋するお見合い第三章の

ほうでは、２０歳以上の独身男女ということで、こ

こも一応年齢制限は設けていない状況です。 

 実際応募があった方を見ますと、５０歳とか６０

歳の方もあります。その方が実際お見合いされたか

どうかはちょっと分からないんですが、応募はあっ

たというふうに聞いております。 

 ですので、ターゲットとしてはやっぱり２０、３

０のところが回数的には多くなるかなと思うんで

すけども、そういった、それ以外のところも注視し

て事業は展開していきたいなと思ってます。以上で

す。 

○委員長（田中藤一郎） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） はいはい、まあまあ大体お答

えいただきました。 

 専門職大学についてですね。４年間で増えるのは

よう分かります。４年後からねとか、本当に着実に

豊岡に残っていただけるのか、それだけの魅力のあ

る職場があるのかっていうこともあるでしょうし

ね。確かに４年間は増えるなというふうに聞いてお

りました。 

 ジェンダーギャップですけれど、内容についても

うちょっと詳しくお聞きしたいなと思う。そのネー

ミングがすごくいいんだというお話は聞きました。

ほかの自治体がやってるのと内容的には一緒なの

か、内容、どういったところが注目されてるんだと

いう、ネーミング以外に何か、もう少し詳しくお願

いできませんでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 上田室長。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） じ

ゃ、もう少し詳しくご説明します。 

 今、伊藤委員ご指摘のように、ネーミングに加え
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て、まず人口減少対策っていうことを考えた場合に、

よく合計特殊出生率、女性が１人当たり産まれる子

供さんの数を増やしたりとかということはどうし

ても先行されるんですけど、そうじゃなしに、その

前提としてお母さん候補者というんですか、になら

れる女性の数というのがどんどん地方、東京以外減

っている中で、そこを何とかして戻すか、帰ってき

てもらうか、Ｕターンで帰ってきてもらったりとか

Ｉターンで来てもらうかということが、合計特殊出

生率よりもさらにちょっと重要なんだということ

に気づいてる自治体というのはあまりなくて、実際、

いろんな研究機関とかでもそういう成果、資料とい

うんですか、データも持ってるんですけど、なかな

かそこにまだほかの自治体は気がついてない。豊岡

市としては、まずそういうジェンダーギャップ、男

女の機会の格差とかが実際に存在しておって、そこ

をまず埋めることによって若い女性が、それだった

ら豊岡市っていうのはまだ暮らしやすくなるかな

っていうことで帰っていただきやすくなるという

ようなことに早く気づいて、それを発信したという

ことが、そのネーミングに加えていろんなところか

ら関心を持っていただいてるという理由です。 

 ジェンダーギャップという格差を解消すること

によって、その先にはジェンダー平等というか、女

性も男性もそういういろんな機会がちゃんと与え

られて、例えば子育てとか家事を、男性が手伝うん

じゃなくてシェアするというような、ちゃんと平等

に負担していくという、そういうスタンスに変えて

いくとか、いろんなことはちょっと今後進めていく

必要があることはたくさんまだございます。 

○委員長（田中藤一郎） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） このジェンダーギャップは分

かりましたけれども、女性を、何ていう、優遇する

んだということではないんですよね。実力を認める

んだということです。それで、スキルを上げていっ

てその実力を評価しようというのが目的であって、

今女性の管理職を３割にしなさいとかね、５割は女

性持ってきなさいとか、女性を優遇せということで

はないんですよね。その辺りをちょっと。 

○委員長（田中藤一郎） 上田室長。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） 女

性を優遇することではなくて、男性も女性も、例え

ばそういういろんな機会、例えば資格を取得すると

か上の役職に行くとかという機会が平等に与えら

れるということです。ですから、優遇するというわ

けではなくて、そういう機会が同じようにちゃんと

与えられる。役割分担にしても、例えば男性は仕事

中心で女性が家事・育児中心じゃなくて、そこも同

じように負担していくというようなことです。 

○委員長（田中藤一郎） はい。 

○委員（伊藤  仁） そのようにやってほしいです。 

 ほんで、もしもね、肉体労働的なことがあった場

合も男女平等という考え方でいいんだろうか。とい

うのが僕、疑問に思ってるんだけども、やっぱり男

性は男性の役割、女性は女性の役割もあったりする

こともあるんじゃないかと思うんですけれども、平

等なんですよ、同じように、男、女、同じ仕事です

よとか、評価ですよとか、そういった考え方はいか

がでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 上田室長。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） 例

えば肉体的な、身体的な格差というのは、伊藤委員

ご指摘のようにそれはあると思います。例えば、今

いろんな何かそういうテクノロジーが進んで、パワ

ーアシストスーツみたいな。今度市内の事業所でも

展示会されるんですけど、例えばそういうあまり、

でもやっぱり男性も女性も、女性の中でもごっつい

力のある人おられて、というのはあるんですけど、

どうしても一般的に身体能力というか力という部

分については、そういうパワーアシスト装置みたい

なものを……（「男女平等」と呼ぶ者あり）はい、

使ってそれはカバーできるのかなと思いますし、そ

うです。 

○委員長（田中藤一郎） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） もう終わりますけど、事務的

なこととかいうことなら同じようにできるだろう

し、できないこともあるんじゃないかということが

趣旨です。以上です。ちょっと長々なりました。 
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○委員長（田中藤一郎） そのほか。 

○委員（伊藤  仁） １１時には、しまわんなん、

一言ずつしゃべらんなん。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） お願いをいたします。 

 地方創生の関係の人口減少対策の推進の中、人口

減少を少しでも緩和をしていこうということが大

前提にあるとは思うんですけど、しかし、減少とい

うのは止められないという状況があるんですけど

も、実はやっぱり豊岡市は広域の中で、やはり非常

に地域格差があるというのは現状だと思います。 

 そこの中で、限界集落、準限界集落の考え方とい

うのをどっかに取り入れていかないと、やはり将来

的には活力がなくなる、幾ら頑張っても、言ってみ

れば消滅してしまうのではないかな、という言葉を

使いたくないんですけど、可能性があるということ

は否めないと思うんですけども、その辺の考え方は

どうなんでしょうかね。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 確かに各３６１です

か、３６０の集落があって、なかなかもう集落単位

でいくと非常に高齢化、少人数化してるところがあ

って、中国山地のほうでは村じまいですか、そうい

うようなところも現に出てきてるという状況です。

なので、豊岡市としても、各区が本当にどうなるの

か、恐らく人数は減っていってということになると

思います。そこを、なかなかこちらのほうから、じ

ゃあ２つ一緒になってくださいとか言うこともで

きないというのもありますので、その辺りを地域コ

ミュニティのほうがやはり補完しながら進めてい

って、大きなところの自治を継続していっていただ

くのかなというふうに思っております。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） やっぱりコミュニティが本当

にそこまで立ち入れるか、共有でできるような仕事

とか作業だとかいうものはお互いで補完できると

思うんですけども、例えば国の財産であったり、そ

ういうものの使い方であるとか、本当に最後には朽

ち果てた建物が残ったりして、どんどんどんどんこ

れが増えてくるんじゃないのかとか、いろんな方向

から限界集落を本当にどのような形でうまく、言っ

てみれば地域として守っていくかと、駄目なときに

はどのような形で本当にうまく、集落消滅、使いた

くないんですけど、やっぱりそういうこともしてい

かなきゃいけないと思うので、どっかでそういう部

分でも私は何かしっかりとしたアドバイス等、要る

のではないかなと。 

 もちろんこの、増やしていく、人口減少を和らげ

ると、これは大事です。けど、そのことについても、

現実的なことについては目を背けるんじゃなしに

しっかりと見て、やっぱり物事を進めていくという

ことは私は大事かと思いますんで、その辺はいかが

ですかね。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 確かに人口減少を和

らげようと思ったらこの土地に住みたいという思

いがないと、その地域が魅力的じゃないとやはり住

もうと思う人はいないと思いますので、委員言われ

るように地域の在り方というのも人口減少に寄与

するんだなというふうに思いますので、それはコミ

ュニティ政策課等とも連携しながら進めていきた

いというふうに思っております。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） よろしくお願いしたいと。 

 それから、次に、ワークイノベーションなんです

けども、ワークイノベーションの表彰制度というの

があるんですけども、これを目標的にどのようなも

のを公募されたのか、そして１１事業者がどのよう

な形の方が応募されてるのか、表彰制度の規定とい

うのは恐らくある程度基準はあると思うんですけ

れども、将来的に表彰をどのような形で生かしてい

くのかというようなところをちょっと教えていた

だきたいんですけど。 

○委員長（田中藤一郎） 上田室長。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） 表

彰制度のほうなんですが、一応、よく厚生労働省で

子育て応援企業のくるみんとか、女性応援企業える

ぼしとかというのがあるんですけど、そういう国の
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表彰制度、認証制度については、どういったらいい

んですかね、例えばそこで働いておられる方、従業

員さんの考えとか意向とかっていうのはあんまり

反映されてない。例えば女性従業員とか女性管理職

が何割とかというデータによって認証されるんで

すけど、今回の豊岡市の表彰制度、あんしんカンパ

ニーの場合は、まず第一次審査と第二次審査があり

まして、第一次審査では従業員意識調査、全従業員

の方に受けていただいて、これ働きやすさとか働き

がいとか、あと性別の役割分担みたいなところの調

査なんですけど、その調査の中で、男女それぞれで

例えば３分の２以上が働きやすいと思ってるとか、

例えば子供さんが熱出されたときに休みを取りや

すい職場、雰囲気があるとかというあたりでチェッ

クをしていきます。これがまず第一次審査で、第二

次審査では、事業所のほうにお邪魔して、その経営

者の方からのヒアリング、お邪魔するのも市の職員

ではなくて、一応５名の社会保険労務士の方とか税

理士の方とか中小企業診断士の方に入っていただ

いて調査をした上で、その認証をしていくという制

度です。 

 実際の、今、今年度、１１の事業所、市内の、が

手を挙げておられるんですけど、結構、例えば製造

業から、そういう観光関係のサービス業とかＩＴ関

係とか、様々な事業所の方が、経営者の方が手を挙

げていただいてます。 

 実際、認証された後は、そういうあんしんカンパ

ニーのロゴとかを、例えば各社員さんの名刺に使わ

れたりとか、あとホームページにそれを貼り付けた

りとか、あと合同企業説明会とかをやったときのブ

ースとかで表示したりとか、というとこでどんどん

ＰＲしていただくということと併せて、市内の事業

所の皆さんに先進的な取組っていうのをちゃんと

可視化していただく機会等を持ちまして、それを市

内のほうにずっと好影響というのを広げていくと

いう、そういうふうな考えでおります。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 従業員さんがあって企業とい

うのは成り立ちますので、やっぱり環境というのは

大事かと思いますので、いい企業というのは、こう

いう企業があってしっかりとやっぱり対応されて

きてますよと。それから、時間外であったり、休暇

制度であったり、いろんなことがもちろん絡んでく

るとは思うんですけど、そういう分についてはしっ

かりと外部のほうに知らせてもらって、環境を整え

ることが業績も上げていくということの、やっぱり

いいことはしっかりと皆さんのほうに知らせて、誰

もがいいことに気がついていくというシステムづ

くりというのに努めていただきたいというふうに、

これはお願いです。 

 それから、結婚支援なんですけども、実は結婚時

の婚姻届をされるときに、来られたら、婚姻届出し

ますよということでお米を２袋かな、１キロ入っと

んかな、５００グラムか、ご存じないですか。ない、

いやいや、知らんかったらいいです、別に。やはり

そういうものを一度しっかりと見直して、どういっ

たらいいかな、結婚されるときにもっとお祝い感の

ある、届けを出すときにですね、もう少し何か、こ

れおかしい、コウノトリで子供さんが授かりますよ

というコウノトリと、そういうありがたい思いはあ

るとは思うんですけども、やっぱりもう少しお祝い

感のある、届けてきたときに、するような体制づく

りというのができないだろうか、その辺はちょっと

いかがですか。ちょっと課が違うかも分からんけど、

どうでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 課が違うかもと、多

分そこは市民課か、もしくはお米ならお米を提供さ

れてるところとの共催みたいな形になるのかなと

思います。 

 うちがやってるハートリーフ推進室については、

そもそもの目的が、結婚したいと思う人が結婚でき

ているということで、結婚というか出会いの機会の

創設だとか、そういったお見合いの事業をメインに

しておりますので、その後、結婚に至って届け出さ

れるときにどうかというのは、ちょっと健康増進と

は違うのかなというふうに考えております。以上で

す。 
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○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それでですね。やはりこれも

社内の、縦だけじゃなくて横のつながりというのが

大事と思う。そこまでつながってくるんじゃないか

と思います。やはり結婚した後、この方たちが結婚

されますわね、何組か、今年度、１１件かな、報告

がありましたけども。やはりその方たちのフォロー

体制というのをまた何かね、どっかの形で機会をつ

くってあげる。例えば元気にやってますか、あのと

きに一緒になってたんですけど皆さん集まりませ

んかという機会が少しできないだろうかなと思う

ことが、次のこういう機会で私たちは結婚したとい

うことがまた広がっていくのではないかなという

思いもいたしますし、それから、これは横の流れで

お願いしたいのは、例えば３子以降は少しまたお祝

いをするとか、双子であったり三つ子であったりと

いうふうな人たちには、やっぱりプラスアルファの

お祝いを示す、市として。私はそれが出生率を上げ

ていくことにもつながってくるのではないかなと

思うんですけども、これは課が違うといったらまた

課が違ってはいるんですけども、やっぱりそういう

ことも、横のつながりとして同じ会議の場でお互い

が情報共有するということは非常に大事なところ

じゃないかというふうに思いますので、これはお願

いをしておきたいというふうに思います。 

 それから、もう一件、男子の育児休業の取得の促

進の件なんですけども、９名されて評価がどうだっ

たのかなという思いはするんですけども、この取得

期間の１２日から５８日間、こういうのはそれぞれ

個人の様々な状況によって変わってくるとは思う

んですけど、この辺の捉え方で、平均というのは２

５．５日なんですけども、その辺の格差というのは

どのような評価をされてるのか、お尋ねしたいと思

います。 

○委員長（田中藤一郎） 岸本参事。 

○ワークイノベーション推進室参事（岸本 京子） 

取得期間については、それは長ければやはり長いほ

うがいいと取る側は感じていると思いますし、取得

をした感想からもそのように述べています。 

 ただ、女性の産・育休、育児休業のように長期間

ではないがために、じゃ、その裏づけが今確立され

ているかというと、代わりの職員が配置をされるわ

けではないという前提の中で、今最大限取得ができ

る範囲で職場が許す、職場で何とかなる、みんなで

カバーできる範囲で取得をしているという人が大

半だと思います。 

 ただ、一方で、家庭の事情とか、第２子、第３子

ということで上の子供さんに手がかかるっていう

ふうな職員は、それなりに期間も長く取っています

ので、全体の自分の仕事の状況、あるいは閑繁期が

ありますので仕事の１年の中で、その中で一番自分

としても休みやすい時期に、周りにもできるだけ負

担をかけない時期に取得をしているというのが実

態です。 

 実際には、何でしょう、半年ぐらい取ってほしい

なっていうふうな意見もアンケートの中ではあり

ますし、もっと長く取れるようになってくるといい

ということではありますが、今のスタートをしてよ

うやく多くの人が取ってくれるようになったとい

う段階ですので、これがまたさらに取得期間が延び

ていくっていうのが理想だろうと思いますが、まず

は全員が取れるようになっていくというようなこ

とが、今の段階では状況かなというふうには思って

います。そこを努力をしていく必要があると思って

います。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） ありがとうございます。男性

の方が育児休業を取るということについては非常

にいいことだと思いますので、今後ともやっぱりき

ちっと評価をしながら、取得できていくようにして

いけたらというふうに思います。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 積極的な質問、ありがとう

ございます。 

 そのほか。 

 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） ５ページの掲載分ですけれど

も、概要の中の一つとして３のイ、外国人住民との

共生推進ということで、人口減少対策の推進、地方
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創生の推進の中の項目が上げられているんですけ

どね。この推進しなければならないっていう概念は、

何か今まで悪い例があるから、よくないからもっと

もっとやらなきゃいかんという意味での内容なの

か、その内容の具体、思いをちょっと聞かせていた

だきたい。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 外国人住民について

は、これまでやはり技術研修とかそういう形で、働

き手ということで認識をしてたんですけれども、近

年ずっと増えてきて、では、どういった人がどんな

ところに住んでるのかっていうところも市として

把握はできてなかったというのが一つございます。

なので、まず把握をしましょうという背景が一つあ

りました。 

 あと、それを統計的に見てみますと、割と若い女

性が、８００人からの外国人の中に入っている。ゼ

ロから３９歳の年齢層に限ってみれば、これは男女

ともですけれども、ほぼ５０人に１人が外国人とい

う状況が分かりました。こういう状況で、やはり地

方創生にとってこの外国人というのも非常にキー

になるところだなということで、ではどういうふう

にすればこの人たちが単なる労働者じゃなく、地域

の住民として地域を支えていってくれるんだろう

というところから重要視をして、今この地方創生の

新たな視点に位置づけているというところでござ

います。 

○委員長（田中藤一郎） 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） ちょっと的外れな感覚が受け

られたんだけども、研修生で来ている人たちを移住

者に取り込めっていうことですか。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 研修生で来ている方

も、地域で、事業所から全く出ずに会社だけでおら

れる方もおられます。そういった方も、例えば休み

の日とかに地域で一緒に何かをするということも

できるのではないかっていうのが一つありますし、

研修生だけでなく、今城崎のほうでもインターン生

という方がいらっしゃって、自分たちがスキルアッ

プのために外国から豊岡に来てるっていう方もい

らっしゃいます。ですから、そういった方も、単に

豊岡に来たということでなく、地域のまちづくり等

に何か一緒にできないかなというような、そんな思

いで今、多文化共生を推進していこうということで

考えております。 

○委員長（田中藤一郎） 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） ということは、地方創生とい

う方面の重点策で、人口減少対策ではないわけです

ね。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 地方創生でそういう

活力をということもございますし、ただ、人口減少

でいいますと、やはりさっき言いました、若い女性

の中に外国人の比率が高いというところもござい

ますので、そういったところにも着目していきたい

ということでございます。 

○委員長（田中藤一郎） はい。 

○委員（関貫久仁郎） 分かりました。 

 じゃあ、もう一つ。９ページの掲載分で、先ほど

ちょっと話題になりましたが、男性、女性の回復率

のことがありましたけども、これは国調に基づいて

こういう内容で出ている、出しているということで

すけれども、そこに書いてありますように転入超過

というファクターと転出超過というファクター、こ

れで判断された数字ですわね。これはこれでいいと

思うんだけども、そしたら、これは動きがあった内

容に関しての結果であるんだけども、市内の同年の

男女の数に対応、対象とした内容、出なかったらそ

こにずっといるわけだから、出た分に対しての回復

率はこうなんだけども、全体でいう男女比でいうと、

本当に適正年齢の女性、男性が少ないという、女性

が主に少ないという言葉が全体の男女比率も言え

るのかといった、その辺はどうなんですか。（「全

体の男女比率」と呼ぶ者あり） 

 要するに５０人、５０人いて、男性、女性が。男

性が４０人出てしまいました。女性が２０人出てし

まいました。男性は４０人のうち２０人帰ってきま

す。女性は２０％だから４人強しか帰ってきません
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と言ったらこの結果になると思うんだけどね。もと

もとここで出生した男女がいるわけだから、その比

で見ると女性が少ないということの結果にはなら

ないと想像するんだけど、その辺はどうなんですか。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） もともとＡさんとい

う人が豊岡で生まれて、１回Ａさんが出てＡさんが

帰ってきたかという数字ではなく、１つの固まりと

して、１５歳から２０歳の方が何人いた、何年後に、

５年後になると、今度１５歳から２０ですから２１

から２６ですか、そういった方が今度何人いたとい

うことで、固まりとして比較をしていますので、す

みません、そこにいた人が出てしまって実際帰って

きたのかっていうところは把握はできてないとい

う状況でございます。 

○委員長（田中藤一郎） 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） そうなると、要するにさっき

から男女の年齢とかというお話しされた方がいら

っしゃるけども、結婚適齢年齢っていうのがあって、

かつプラスそれが出産できる年齢かという定義を

したらね。その幅で勘定して、男ががんと多くて、

女性ががんと少ないのか、そんな現象が出てない限

りは、平均すればカップルはどんどんどんどんでき

ていくんだから問題にしなくてもいいと思うんだ

けども、あまりにも女性が少ない、女性が少ないと

いうことばっかりが強調される内容だからね。実態

がどうなんかというのを我々全然感じない。だから、

的外れなことを言ってるんちゃうかなということ

を思う。という数字的なことがあるんで、また考え

てみてください、この点はね。 

 それと、ごめんなさい、１１ページの内容に関し

てですけども、ワークイノベーション推進室ってこ

ういうことでずっと書いてありますが、この内容は

ジェンダーギャップどうのこうの、キャリアデザイ

ンどうのこうの、いいんだけど、これはＷＬＢには

通じてる内容と理解していいの。 

○委員長（田中藤一郎） 上田室長。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） ワ

ークイノベーションの取組を進めることによって、

ＷＬＢ、ワーク・ライフ・バランスですよね、につ

ながっているかというと、全部をつなげようとして

るんじゃなくて、結果的にワーク・ライフ・バラン

スにつながるようになっているというふうに捉え

ています。 

○委員（関貫久仁郎） 結果としてね。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） 結

果的に。 

 ですから、その辺りは、例えば従業員意識調査、

今年、さっきご紹介しましたように１１事業者、取

り組んでいただいておるんですが、その中でも、そ

ういうワーク・ライフ・バランスとかが実際従業員

の方がきちんと感じるかどうかということもちゃ

んとつかんでまた経営者にお返ししてますんで、結

果的に例えばワーク・ライフ・バランスがかなり低

いっていう結果であれば、さらに経営者の方ってい

うのはまた努力されるのかなと思います。 

○委員長（田中藤一郎） 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） そしたら、最後、申し訳ない。

そのワーク・ライフ・バランスっていうとこから観

点持っていくとね。働き方どうのこうので、要する

にこの域内で業者さんとして活躍されてるとこは

問題ないんだけども、今、豊岡市としても外貨を稼

げっていうことを言ってるじゃない。その外貨を稼

ごうと思うと、一つは、観光、旅館業なんかの直接

的に得られるところと、二次的に仕事を受けてって

いうところが多いと思うんですね、この辺は。その

場合は、大企業の動きに連動するっていうところが

どうしてもあるので、その辺の対策っていうのは立

てようがないと、こちらの立場としては。その辺を

どういうふうに、国に言うのか県に言うのか分かん

ないだけども、大体がそういう企業が多いはずなん

よ、この辺は。その辺をやっぱりちゃんとしていこ

うと思ったら、大企業からの依頼を受けた納期、価

格でやるというところのつらさ、それを何か改善で

きる方法ないかなと僕はずっと思ってるんだけど

も、その辺には手はつけられないっていう判断で今

あるかな。 

○委員長（田中藤一郎） 上田室長。 
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○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） 今、

関貫委員おっしゃることは結構、市内の事業者内、

多いと思います。そこを例えば行政のほうで、受注

先というんですか、大企業のほうに対していろんな

働きかけっていうのはなかなか厳しいとは思うん

ですが、それは例えば国のほうだったり県のほうが、

そういう都市部の大企業に対してはちょっと働き

かけをしていただく。仕事をお任せする、今度は例

えば市内の事業者の方のワーク・ライフ・バランス

とかを考えながらやっぱり何とかしていただける

ように、国のほうからそういう大手の企業に対して

は働きかけをしていただく。市のほうとしても、国

に対してそういうことを要望する機会があればし

ていくということしかないのかなと思います。 

○委員（関貫久仁郎） 午菴君。１６ページのこと。

この１６ページの下に移住者数５２人というのが

ありますよね。これは、文面から右のほうにいった

ら、地域おこし協力隊が２１人、新規委嘱というこ

とが書いてあるんだけども、この中に入ってる数が

多いと思うだけどね。だから、５２の移住者という

表現をする際に、地域協力隊とか、今現在だったら

青年団で来た方だとか、そういう方を入れるってい

うのは、これはずるいと思う。住まざるを得ない人

を入れてしまってるという受入れなんだけども、純

粋に豊岡がいいから一般的な企業に働いていた方

が豊岡に住んで、テレワークでもして定住しような

んていう方を強調してほしいんだけどね。それは何

名。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） いろいろなお考えが

あるかと思われますけれども、今までも人数には、

今ほどの応募者、定住者がなかったかと思いますが、

地域おこし協力隊も含めた数字を報告させていた

だいてたというのが一つ、１点あるのかなと思いま

すのと、地域おこしは、ずるいということなんです

が、一応最長３年間ではありますが、その後も本来

残っていただきたいというもので、移住というふう

な、定住ということで見ると、その方々も入ってき

ていただいて、先ほどのじゃないですけど地域に根

づいた生活もしていただきたいという思いで、一く

くりの中で集計等もさせていただいているという

ふうに思っております。 

○委員（関貫久仁郎） よく考えてね。ありがとうご

ざいました。 

○委員長（田中藤一郎） 非常に多くの質疑をいただ

いたわけですけども、いかがでしょうか。よろしい

ですか。 

 ほかにないようですので、以上で所管事項の説明

については終わります。 

 この際、当局から何か発言はありませんか。（「な

いです」と呼ぶ者あり） 

○委員（伊藤  仁） 塚本部長、一言もしゃべって

ないですが。 

○政策調整部長（塚本 繁樹） 大丈夫です。 

○委員長（田中藤一郎） ええですか、塚本部長、よ

ろしいですか。 

 それでは、当局の職員の方は退席していただいて

結構です。お疲れさまでした。 

 それでは、暫時休憩を。あと、ちょっと１１時半

には幹事長会があるので、できるだけ早く終わりた

いなというふうに思っています。 

○委員（伊藤  仁） 続けようで。 

○委員長（田中藤一郎） それでは、お言葉に甘えま

して、委員会を再開します。 

 （２）委員会の運営方針について。 

 次に、（２）委員会の運営方針についてを議題と

します。 

 委員会調査事項を別紙１として添付しておりま

す。特にご意見がなければ、前回と同様で行きたい

と思います。ご意見があれば。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご意見がないようですので、

そのように決定します。 

 続きまして、（３）その他の事項です。 

 委員会の席次についてですが、ご意見があればお

聞かせください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） よろしいですか。（「はい」
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と呼ぶ者あり） 

 それでは、このようにさせていただきたいという

ふうに思っております。 

 それでは、次の委員会では特にどの項目について

調査研究を進めていくのかを協議願いたいと思い

ます。何かありますかね。 

○委員（村岡 峰男） 次の委員会っていうのは。 

○委員長（田中藤一郎） １２月の……。 

○委員（芦田 竹彦） ２１日だったかな。 

○委員（村岡 峰男） 特にありません。 

○委員（井上 正治） 正副一任。 

○委員長（田中藤一郎） 一任。はい。 

○委員（伊藤  仁） 一任。（「異議なし」と呼ぶ

者あり） 

○委員長（田中藤一郎） それでは、正副一任という

ことになりましたので、その内容については正副で

しっかりと決めていきたいなというふうに思って

いますし、それまでにも皆さんのご意見等々お聞か

せいただき、決定したいというふうに考えています。 

 続きまして、次第に戻りまして、５、その他につ

いて議題とします。 

 特に議題を設けておりませんので、何か発言はあ

りますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） それでは、ないようですの

で、次に行きます。 

 次第６、閉会です。 

 いろいろと活発なご意見を賜りましてありがと

うございました。１年間楽しみにしております。 

 以上をもちまして委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

午前１１時０４分閉会 

──────────────────── 

 


